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介護老人保健施設あみ入所利用重要事項説明書 

 

当施設は利用者に対して施設入所利用サービスを提供します。当施設の概要や提供されるサービスの 

内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

介護老人保健施設 あみ のご案内 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施設名        介護老人保健施設 あみ 

・開設年月日    平成１４年４月１日 

・所在地    静岡市葵区福田ケ谷７３－２ 

・電話番号   ０５４－２０６－１７７７ ・ＦＡＸ番号 ０５４－２０６－１７１７ 

・管理者名   朝来野 弦(医師) 

・介護保険指定番号 介護老人保健施設（２２５４１８００７４号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な医

療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた

日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支

援すること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介

護やリハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設

です。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただ

いた上でご利用ください。 

・ 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施

設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護そ

の他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復

帰を目指す。 

・ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむをえない

場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。 

・ 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その

他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と密接な連携をはかり、利用者が地域にお

いて統合的サービス提供を受けることができるよう努める。 

・ 当施設では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が『にこやか』で「個性豊かに」過

ごすことができるようサービス提供に努める。 

・ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要

な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実

施するよう努める。 

・ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、

当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以 

外の利用者は原則的に行なわないものとし、外部への情報提供については、必要に応じ 

て利用者またはその代理人の了解を得ることとする。 

 

（３）施設の職員体制 

職種 職員数 夜 間 業務内容 

・管理者 １人  総括管理 

・医 師 １人以上  診療 

・看護職員 １０人以上  １ 指示に基づく医療処置 

・薬剤師 ０．４人以上  調剤  

・介護職員 ２５人以上 ５ 介護サービス業務 

・支援相談員 １人以上  相談業務、入退所調整 
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・理学・作業療法士 ２人以上  個別ﾘﾊﾋﾞﾘ・生活ﾘﾊﾋﾞﾘ 

・管理栄養士 １人以上  栄養管理 

・介護支援専門員 １人以上  サービス計画書作成調整 

・事務職員その他 適当数  事務処理全般 

 

（４）入所定員等  ・定員 １００名（うち認知症専門棟 ５０名） 

  ・療養室  個室 １２室、２人室 ８室、４人室 １８室 

 

２．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② リハビリテーション計画・栄養ケア計画・経口移行計画の立案  

③ 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

1. 朝 食   ８時００分～ 

2. 昼 食 １２時００分～ 

3. 夕 食 １８時００分～ 

④ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、週に

最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

⑤ リハビリテーションマネジメント及び短期集中リハビリテーションの実施 

⑥ 認知症ケアの実施 

⑦ 退所前後訪問指導の実施 

⑧ 退所時指導及び退所時情報提供の実施 

⑨ 退所前連携の実施 

⑩ 老人訪問看護指示の実施 

⑪ 管理栄養士の配置及び栄養マネジメントの実施 

⑫ 療養食の実施（医師の指示による） 

⑬ ターミナルケア実施 

⑭ 医学的管理・看護 介護（退所時の支援も行います） 

⑮ その他   相談援助  理美容  行政手続代行 

 

３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、

速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

・名 称  静岡市立静岡病院 

・住 所  静岡市葵区追手町１０番９３号 

 

・協力歯科医療機関 

・名 称  こんどう歯科医院 

・住 所  静岡市葵区北安東４丁目３１－５ 

 

◇緊急時の連絡先 

緊急の場合には、契約書にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。

食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影

響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠か

せませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

・ 面会時間は、午前９：００～午後８：００です。  

来所の方は、各階に据え置きの面会票に記入してください。 

・ 消灯時間は、午後９：００です。 

・ 外出・外泊の際は、必ず前日までにご連絡ください。当日に所定の外出・外泊届を 

記入ください。 

・ 飲酒・喫煙は、施設内禁止です。 
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・ 火気の取扱いは、施設内禁止です。 

・ 設備・備品の利用は、使用目的及び用途に従ってご利用ください。これに反したご利 

用により破損等が生じた場合は、弁償していただくことがあります。 

・ 所持品・備品等の持ち込みは、必要なもの以外の持ち込みはご遠慮ください。なお、携帯電話、 

テレビ、パソコン等の持ち込みについては事前若しくは後日お申し出頂ければ持ち込み可能と

します。但し、金銭等を含め貴重品の管理は行っていませんので、ご利用者本人及びご家族の

管理でお願いいたします。紛失、破損等の責任は、一切負いませんのでご了承ください。 

・ ペットの持ち込み及び飼育は、衛生上問題がありますのでお断りします。 

・ 騒音等他利用者への迷惑行為は、ご遠慮ください。 

・ 入所中は、効果が同じで名前の違う薬を使う場合がありますのでご了承下さい。 

 

５．非常災害対策 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、消防署への非常通報装置、非常放送設備・火災

感知器等 

・防災訓練  年２回 

 

６．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の

勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

７．その他 

・療養室の変更 

  入所後、利用者の病状や状態、その他の理由にてやむを得ず療養室の変更をお願いさせて頂く事 

があります。 

・当施設は、看護、介護、リハビリテーション等の人材育成に協力しており、実習生の受け入れ 

   をしております。実習期間中、実習生の指導を担当する職員が失礼のないよう見守り指導をい 

たしますが、何かございましたらお申出ください。 

・当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、必要な方は申し出ください。 

 

８．介護保険証及び介護保険負担割合証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証及び介護保険負担割合証を確認させていただ

きます。 

 

９．介護保健施設サービス 

当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態になる

かという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職

員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・扶養者の希望を十分に取り入れ、また、計画の

内容については同意をいただくようになります。 

 

 

◇医療：介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護職 

員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 

◇リハビリテーション：原則としてリハビリテーション室（機能訓練室）にて行いますが、施設内で 

のすべての活動がリハビリテーション効果を期待したものです。 

◇栄養管理：心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。 

◇生活サービス：当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用 

者の立場に立って運営しています。 

 

１０．利用料金 

（１）基本料金 

 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。

以下は１日あたり１割の自己負担分です） 

※下記利用料金の該当する部分に関して利用者様へ請求をさせていただきます。 
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〇基本報酬【基本型】           〈多床室〉 〈従来型個室〉  

・要介護１    ８１５円    ７３７円    

・要介護２    ８６６円    ７８４円    

・要介護３    ９３３円    ８５１円    

・要介護４    ９８７円    ９０７円    

・要介護５  １，０４０円    ９５８円    

 

【在宅強化型】         〈多床室〉 〈従来型個室〉  

・要介護１    ８９５円    ８１０円    

・要介護２    ９７３円    ８８７円    

・要介護３  １，０４２円    ９５３円    

・要介護４  １，１０１円  １，０１２円    

・要介護５  １，１５６円  １，０６８円  

〇加算等 

＊身体拘束廃止未実施減算          所定単位数の 10/100 減算／日 

＊高齢者虐待防止未実施措置減算      所定単位数の  1/100 減算／日 

＊業務継続計画未策定減算         所定単位数の  3/100 減算／日 

＊安全管理体制未実施減算                  ６円減算／日 

＊栄養管理基準減算                    １５円減算／日 

＊初期加算（Ⅰ）                       ６２円／日 

＊初期加算（Ⅱ）                       ３１円／日 

＊認知症専門棟入所の場合は認知症ケア加算として７８円／日加算されます。 

＊外泊された場合には（上記施設利用料に代えて下記費用）（1月に６日まで） 

外泊時費用                        ３７２円／日 

外泊時費用（在宅サービスを利用する場合）        ８２２円／日 

＊夜勤職員配置加算                       ２５円／日 

＊再入所時栄養連携加算                    ２０６円／回 

＊サービス提供体制強化加算(Ⅰ)                   ２３円／日 

＊サービス提供体制強化加算(Ⅱ)                １９円／日 

＊サービス提供体制強化加算(Ⅲ)                 ７円／日 

＊栄養マネジメント強化加算                    １２円／日 

＊口腔衛生管理加算(Ⅰ)(１月につき）              ９３円／月 

＊口腔衛生管理加算(Ⅱ)(１月につき）             １１３円／月 

＊短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）         ２６５円／日 

＊短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）         ２０６円／日 

＊認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）       ２４７円／日 

＊認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）       １２４円／日 

＊若年性認知症入所者受入加算                  １２４円／日 

＊認知症行動･心理症状緊急対応加算              ２０６円／日 

＊療養食加算(１回)（１日３回まで）               ７円／回 

＊経口移行加算                         ２９円／日 

＊経口維持加算(Ⅰ)(１月につき)               ４１１円／月 

＊経口維持加算(Ⅱ)(１月につき)               １０３円／月 

＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)              ５３円／日 

＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)              ５３円／日 

＊かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ             １４４円／回 

＊かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ               ７２円／回 

＊かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)              ２４７円／回 

＊かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)              １０３円／回 

＊褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(１月につき）             ３円／月 

＊褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(１月につき）            １４円／月 

＊褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)(３月に１回まで）           １１円／月 
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＊排せつ支援加算(Ⅰ)(１月につき）                １１円／月 

＊排せつ支援加算(Ⅱ)(１月につき）                 １６円／月 

＊排せつ支援加算(Ⅲ)(１月につき）                ２１円／月 

＊排せつ支援加算(Ⅳ)(１月につき）               １０３円／月 

＊緊急時治療管理（１月に１回連続する３日まで）        ５３２円／日 

＊所定疾患施設療養費(Ⅰ) （１月に１回連続する７日まで）   ２４６円／日 

＊所定疾患施設療養費(Ⅱ) （１月に１回連続する１０日まで）  ４９３円／日 

＊ターミナルケア加算(死亡日)              １，９５２円／日 

＊ターミナルケア加算(２～３日)               ９３５円／日 

＊ターミナルケア加算(４～３０日)               １６５円／日 

＊ターミナルケア加算(３１～４５日)               ７４円／日 

＊認知症専門ケア加算(Ⅰ)                     ３円／日 

＊認知症専門ケア加算(Ⅱ)                     ５円／日 

＊入所前後訪問指導加算(Ⅰ)                 ４６３円／回 

＊入所前後訪問指導加算(Ⅱ)                 ４９３円／回 

＊入退所前連携加算(Ⅰ)                   ６１７円／回 

＊入退所前連携加算(Ⅱ)                   ４１１円／回 

＊リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）     ５５円／月 

＊リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）     ３４円／月 

＊自立支援促進加算(１月につき）               ３０９円／月 

＊科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(１月につき）           ４１円／月 

＊科学的介護推進体制加算(Ⅱ)(１月につき）           ６２円／月 

＊安全対策体制加算                       ２１円／回 

＊試行的退所時指導加算                   ４１１円／回   

＊退所時情報提供加算（Ⅰ）                 ５１４円／回 

＊退所時情報提供加算（Ⅱ）                 ２５７円／回 

＊老人訪問看護指示加算                   ３０９円／回 

＊退所時栄養情報連携加算                   ７２円／回 

＊協力医療機関連携加算（Ⅰ）       （令和６年度まで）１０３円／月  

＊協力医療機関連携加算（Ⅰ）       （令和７年度から） ５２円／月  

＊協力医療機関連携加算（Ⅱ）       （令和７年度から）  ６円／月  

＊認知症チームケア推進加算（Ⅰ）              １５４円／月 

    ＊認知症チームケア推進加算（Ⅱ）              １２４円／月 

    ＊高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）             １１円／月 

    ＊高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）              ６円／月 

    ＊新興感染症等施設療養費                  ２４７円／日 

    ＊生産性向上推進体制加算（Ⅰ）               １０３円／月 

＊生産性向上推進体制加算（Ⅱ）                １１円／月 

＊介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）（イ）として上記合計金額の９．０％が加算されます。 
＊介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）（ロ）として上記合計金額の９．７％が加算されます。 
＊介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）（イ）として上記合計金額の８．６％が加算されます。 
＊介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）（ロ）として上記合計金額の９．３％が加算されます。 
＊介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）として上記合計金額の６．９％が加算されます。 
＊介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）として上記合計金額の５．９％が加算されます。 

 介護職員等処遇改善加算は１ヶ月の合計金額に各％が加算されますので、差異が生じる場合 

があります。 
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（２）その他の費用 

  ① 食費(１日当たり)                           ２，０３０円 

（朝食５１０円・昼食 ７００円・おやつ １２０円・夕食 ７００円） 

※ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食

費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

② 居住費(療養室の利用費)(１日当たり) 

    ・従来型個室                             ２，１６０円 

    ・多床室                                 ５５０円 

     ※ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている

居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 

※上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から３

段階まで）の利用者の自己負担額については、《別添資料》をご覧下さい。 

  ③ 特別な室料(１日当たり） 

・個室        １，０００円          ・２人室       ５００円     

             

④ 理美容代                                 実  費  

⑤ 特別な食事の費用                                    

通常の食事以外の調理は原則できませんが、やむを得ない状況で必要性が生じた場合は、そ

の費用は有償となります。 

⑥ 日常生活品費／１日                                                   １９０円 

 石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、バスタオルや紙おしぼり等の費用であり、 

施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。 

⑦ 教養娯楽費／１日                                              １００円 

 クラブやレクリエーションで使用する、折り紙、粘土等の材料や風船、輪投げ等遊具、 

ビデオソフト等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払い 

いただきます。 

⑧ 行事費（その都度実費をいただきます。） 

 有料の催し物等に参加された場合の費用はお支払いいただきます。 

⑨ 健康管理費                                                         実  費 

  インフルエンザ予防接種や肺炎球菌ワクチン接種に係る費用で、接種を希望された場合に 

お支払いいただきます。 

⑩ 私物の洗濯代                                                       実  費 

  私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただきます。 

⑪ その他 

利用者の要望によるもの、及び診断書等の文書の発行等の費用を徴収することがあります。 

 

（３）要介護（要支援）認定されない場合や、緊急時やむを得ない場合また限度額を超え施設サービス

を利用した場合の対価として、本契約及び重要事項説明書に基づく介護保健施設サービス費の１

０割及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務が

あります。 

 

（４）支払い方法 

・毎月１０日以降、前月分の請求書を発行しますので、事前に届けていただいた指定の銀行口座

より毎月２７日に自動引落しの方法でお支払下さい。（但し、引落し日が金融機関休日の場合は

翌営業日となります。）支払い後の領収書は、翌月の請求書発送時に同封させていただきます。 

・新規入所の方は、契約時に預金口座振替（自動引落し）の手続きを行いますので、別途「預金

口座振替」の書類を提出いただきます様お願い致します。なお、手続完了まで暫くかかりますの

で完了するまでは、その月の末日までに当施設の事務所窓口または銀行振込（振込手数料はご負

担願います）のいずれかの方法でお支払いください。  

 

 

 



7 
 

 

※利用者負担説明 について 

  介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険の給付にかかる１割、２割又は３割の

自己負担分と保険給付対象外の費用（居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な療養室料及び特別な

食費、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、倶楽部等で使用する材料費、診断書等

の文書作成費、等）を利用料としてお支払いいただく２種類があります。 

  なお、介護保険の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望されるサービス（入所、短期

入所療養介護、通所リハビリテーション）毎に異なります。 

  また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険給付の自己負担額は、施設の所在する地

域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の施設（認知症ケア加算）で異なりますし、

利用料も各施設ごとの設定となっております。 

  介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にいて種々のサー

ビスを受ける居宅サービスがありますが、それぞれ利用方法が異なっています。 

  施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申込みいただけますが、短期入所療養介護、通所リ

ハビリテーションは、居宅サービスであり、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス計画（ケアプ

ラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要です。また、送

迎、入浴といった加算対象のサービスも、居宅支援サービス計画に記載がないと保険給付を受けられま

せんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス計画に記載されているか、いないかをご確認く

ださい。 

  居宅支援サービス計画は、利用者ご本人が作成することもできますが、居宅介護支援事業所（居宅支

援サービス計画を作成する専門機関）に作成依頼することもできます。 

  詳しくは、当施設の介護支援専門員又は支援相談員にご相談ください。 
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令和  年  月  日 

 

施設入所利用サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

施設名 説明者職名 氏 名 

介護老人保健施設あみ  ㊞  

  

私は、本書面に基づいて施設から重要事項の説明を受け、施設入所利用のサービス提供開始に同意しま

した。 

※連帯保証人 

施設利用をして頂くにあたり、利用者様又は扶養者様等が諸規定を厳守されず、また音信不通等により、

責務不履行の状態に陥った場合、連帯保証人様に、金１８０万を限度として利用者様、扶養者様に関す

る一切の責務を担って頂きます。 

 

利
用
者 

住 所 
〒 

 

氏 名 
 

                     ㊞ 

   

扶
養
者 

住 所 
〒 

 

氏 名 
 

                     ㊞ 

 

連
帯
保
証
人 

住 所 
〒 

 

氏 名 
 

                     ㊞ 

 

施
設 

所在地 〒４２１－２１０９ 静岡県静岡市葵区福田ヶ谷７３－２ 

名 称 医療法人社団松英会介護老人保健施設あみ 

代表者 理事長 朝来野  弦   

電話番号 ( ０５４ ) ２０６-１７７７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


